
� 【問合せ】建設課�維持管理班　☎773－6674
交通規制情報  県道小千谷大和線で車両通行止めを行います

特定の避難所より2階や親戚 ～自主防災会で計画～
平成11年台風第18号（平成11年9月）（山口県宇部市　災害当時60代�男性）

　私は民生委員をしていますが、情報を出してくれと言っても、「嫌ですよ」というのが結構ある
んです。「じゃ、あなたは死んでもいいんですか」と言ったら、「いいです」という人がおられるん
ですよ、事実。
　行政は指定の避難場所に避難してくださいと言うんです
が、65才以上のいわゆる災害弱者と言われる人がひとり
でそこまで行くのは無理なんですよ。だから、その人の状
況によって、避難場所は親戚でも、自宅の2階でも、指定
の避難場所でもいいと思うんですよ。「ここで死んでもえ
え」という人も、極端に言やぁ強制的に避難させにゃいか
ん。これも我々自主防災会の大きな使命だと思います。
　地域住民が消防団と一緒になって地域のお年寄りを援助
する仕組みを作成中ですが、何と言っても日ごろからのコ
ミュニケーションが大切ですね。

一 日 前 プロジェクト（災害に備えて）
【問合せ】総務課�防災庶務班　☎773－6660
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通行止め箇所

迂回路

　県道小千谷大和線は雪崩予防策設置工事のため、車両通行止めとなります。迂回路をご利用ください。
大型車両は終日通行止めになります。ご注意ください。

期間　10月1日㈫～ 11月30日㈯のうち15日程度
規制時間　8：30 ～ 17：00
　（規制時間外は普通車通行可）
規制内容　車両通行止め
　（緊急車両と市民バスは通行可）
発注者　南魚沼地域振興局
　地域整備部 維持管理課
　☎772－3973
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